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第１回 石田市長と市民とのまちづくり懇談会（東海・西前宿・上中・川尻地区）  

内容は要約しております。また、正式な用語に一部変更しておりますので、ご了承ください。 

ご意見等の要旨 回    答 その後の対応 

○旧矢田部小学校が災害時

の緊急避難場所になってい

るはずですが、今の状況だ

と管理する人がいないし、

今後避難所として使えるの

でしょうか。鍵も開かない

だろうし、どういう対応を

とるのですか。 

○旧矢田部小学校は耐震化が終了しており、今も

避難所に認定されていますので、波崎第二中学校

とあわせて十分に使用できます。教員用玄関には

震度 5 弱のときに自動で鍵が開く「震度感知式鍵

ボックス」があり、職員よりも早く市民の方が到

着した場合でも、ここから鍵を取り出し建物に入

れるようになっています。 

 なお、旧矢田部小学校の 3階の美術準備室には、

水、アルファ米、缶入りパン、ビスケットを備蓄

しているほか、波崎第二中学校には、発電機、バ

ルーン投光機、簡易トイレ、かまどセット、ＬＥ

Ｄランタン、レスキューキットボックスなどを備

蓄しています。 

 これまでは年に 1 回の避難訓練でしたが、これ

からは年に 2回防災訓練を実施しますので、年に 1

度は必ず波崎地域で訓練を行います。 

 

○当日の回答の

とおり 

○旧矢田部小学校の跡地利

用について、これからどう

いう組織をつくり、どのよ

うな決め方をしていくので

しょうか。区民の意見を反

映できるよう市民と一緒に

プロジェクトチームをつく

ってほしいです。 

 

○利用計画については、検討する組織を立ち上げ

ます。また、所管を教育委員会から企画部政策企

画課に移し、多方面から検討を行ってまいります。 

さらに、今後、地域の皆様の参加をいただいて

意見交換会の開催を予定しており、皆様の意見も

お聞かせいただきながら、旧矢田部小学校周辺の

環境等を精査しつつ、跡地利用の検討を進めてま

いります。 

 

○当日の回答の

とおり 

○矢田部小学校が開校して

いたときは、年に２回ＰＴ

Ａや子ども達で草刈りをし

ていましたが、閉校になり

市の管理になってから草が

伸びてきました。市ではこ

れからどのような対応をと

るのでしょうか。 

 

○閉校後、こどもたちの遊

び場がなくなったので、憩

いの場として使用させてほ

しいです。 

○草刈については、しっかりと取り組んでまいり

ますが、地域の皆さんにご協力いただくこともあ

るかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

○学校については地域の皆さんにどんどん利用し

ていただいて良いと考えています。遊具は、市の

職員が毎週点検を行っており、今後は専門家にも

点検を依頼しますので、安全と考えております。 

 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 
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○旧矢田部小学校のプール

はオールステンレスで壊れ

にくく、使いまわしがきく

ので、屋外ではあるものの、

使えるようになれば矢田部

地区の子どもたちが喜ぶの

ではないでしょうか。 

 

○旧矢田部小学校の跡地利用を検討するなかで、

しっかりと議論をするべき課題だと思います。 

○当日の回答の

とおり 

○旧矢田部小学校を、子ど

も達が遊んだり、市役所の

出先機関を置いたりするな

ど、多目的な機能をお願い

したいです。職員が足りな

いということであれば、市

役所のＯＢを採用してはど

うでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

○草刈については、地元住

民が年に１～２回行い、足

りない部分を市が行っては

どうでしょうか。 

 

○市の手続きが市役所本庁舎でなければできない

ということは聞いております。波崎地域では保健

センターもなくなり、保健関係も神栖地域の保

健・福祉会館で行っていますが、現在手狭な状況

です。波崎地域でも保健センターの機能を持つも

のを考えなければいけないと思っています。今後

は、総合支所でも、本庁舎と同様にすべての受付

が可能となるよう考えております。 

 出先機関による証明書等の手続きについては、

人員配置をするのではなく、いまはマイナンバー

カードを利用してコンビニエンスストアで取得で

きるようになっておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○旧矢田部小学校の跡地利用を検討するなかで、

議論をしてまいりたいと思います。 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

○矢田部ふれあい館に支所

機能を持たせてはどうでし

ょうか。 

 

同上 ○当日の回答の

とおり 

○証明書の発行はどれくら

いのコンビニエンスストア

店舗でやるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○神栖市には、

マイナンバーカ

ードを利用して

各種証明書を取

得できるコンビ

ニエンスストア

が約 80店舗あり

ます。 

○矢田部ふれあい館を健康

増進に役立つような高齢者

が気軽に使え、集えるよう

な運動公園の要素を持った

整備をお願いしたいです。 

 

○ふれあい館は、排水機能が悪い状況ですので、

今年度測量設計を行い、水はけ等の対策を行って

まいります。また、施設をシルバー人材センター

の地元の方に管理していただき、地元の方にどん

どん利用していただけるようにしたいと思いま

す。また、コミュニケーションの場づくりが大事

だと思っていますので、どのような施設がいいか

区長さんたちにも協議していきたいと思います。

運動公園化については、矢田部小と連動して検討

してまいります。 

○当日の回答の

とおり 
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○地域の将来について、ひ

とつの神栖の中でも発展し

ていく場所と、そうでない

場所の差が激しいので、今

後、都市計画や地域の発展

をどのように考えているの

か伺います。 

○神栖をエリアごとに分け、コンパクトシティと

いう考え方の中でマスタープランをつくっていま

す。茨城県の中でも神栖市は、人口が増えている

数少ない地域です。その一つとして「職」の魅力

があると思っています。企業はどのように人を呼

び寄せるかという方向に動いていますので、土合、

矢田部地区をその受け皿として考えているほか、

商業施設ができるように見直しを行いました。 

（土合地区の拠点に相応しい店舗等の商業・業務

機能等を誘導するため、用途地域の見直しを行い

ました。） 

 

○当日の回答の

とおり 

○救急医療体制について、

緊急搬送の場合、どこへ運

ばれるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○搬送時間については、現在、50 数分かかってお

りますが、50 分を切りたいので、消防の救急隊も

交えて協議しています。「脳」になにかあった場合

は、近隣では小山記念病院か旭中央病院、または

ドクターヘリで遠いところに搬送されるしかあり

ませんので、2 病院にお願いをしてまいります。ま

た、内科と循環器については、神栖市の病院でで

きないかと考えております。 

今後は、神栖済生会病院を中心として救急で 24 時

間 365日どこまでできるかを協議していきます。 

 

○当日の回答のと

おり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○神栖済生会病院と鹿島労

災病院の再編統合につい

て、経過を伺います。鹿島

労災病院の撤退後の医療内

容が見えてきません。 

 

○神栖済生会病院と鹿島労災病院は、医療資源を

ひとつにまとめないと 2 病院とも立ち行かなくな

ってしまう可能性がありました。茨城県と神栖市、

神栖済生会病院と鹿島労災病院などの関係者で協

議会を立ち上げ、去年の 8 月に再編統合に合意し

ました。ここで、神栖済生会病院に統合し、鹿島

労災病院が撤退することが決まりました。 

神栖済生会病院に対しては、350床に増床するまで

の整備計画を鹿島労災病院が撤退する前までに示

すよう求めています。 

 

○平成29年4月に

策定した基本構想

で、分院は、鹿島労

災病院敷地内に有

床診療所を新築整

備し、本院と一体的

な医療提供を行な

うものとなってお

り、鹿島労災病院の

撤退後に分院では

主に内科、小児科、

外科、整形外科の４

つの診療科の設置

を目指すこととさ

れています。また、

入院病棟は、分院に

おいても、10 床程

度の病床が整備さ

れるものとして、運

営体制が示されて

います。市からは、

しっかりとした診

療体制を整備して

もらえるように要

請しているところ

です。 
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○本院が 350床になるには

時間がかかるそうなので、

分院の整備を急いでいただ

かないと医療過疎になって

しまいます。千葉県とも連

携をとっていただくととも

に、短期と中長期の問題を

分けて考えていただきたい

です。 

 

○短期と中期と長期の問題について、整理して考

えております。 

済生会や県に対して様々なことを申し入れている

ところですので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

分院の件については同じ思いですので、色々な

医療法人にお声がけをして、様々な手立てをして

鹿島労災病院の跡を使って形を作っていきたいと

思っています。 

 

○当日の回答のと

おり 

○旧波崎地区は千葉県側と

の交流が多いところです。

かもめ大橋を通学・通勤・

買い物等で往復する回数も

多いので、早期無料化をお

願いしたいです。 

 

○事業主体は千葉県ですが、通行料はかもめ大橋

の借入金返済に充当されており、平成 42年 3月 17

日が償還期間となっています。財源がないと無料

化や値下げはできませんが、料金を半額にして通

行量の倍化を狙うなど、銚子市と協議を進めてま

いりたいと思います。 

○当日の回答の

とおり 

○西前宿区民館裏用水路の

冠水対策をしてほしいで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市道 2456号線脇の排水

路の対策をしてほしいで

す。 

 

 

 

 

○（西前宿）田んぼから畑

への転用後、水があふれ出

て畑に浸水するようになっ

たので、対策をしてほしい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現況の農業用水路は、台風やゲリラ豪雨などの

大雨の際には、流下能力不足や排水先である利根

川の水位上昇による排水不良等により冠水となっ

ております。このため、近隣の矢田部第２排水樋

管の下流に常設の排水ポンプを設置するととも

に、永木医院下流の排水路に仮設排水ポンプを設

置するなど対策を講じております。 

 今後は、大雨等の状況により、区民館裏下流排

水路にも仮設排水ポンプを設置するなどの対応を

行ってまいります。 

 

○当該排水路につきましては、今年 9 月以降近隣

で予定しております西前宿地区排水路改修工事と

合わせまして、改めて現地も確認し、水路の清掃

等で対応させていただきたいと考えております。 

 

 

 

○当該箇所は、今年 7 月中旬頃より市水道課で配

水管布設工事を行う路線(市道)でありますので、

工事終了後、道路整備課において沿線地権者と協

議のうえ、ビニールハウス側へ路面の雨水が流れ

こまないよう、路肩に高さ 12センチ程度のアスフ

ァルトカーブを設置してまいります。 

また、道路反対側には、流末の集水桝までの延

長約 60ｍ区間に、道路側溝が設置されております

が、側溝内に土砂が堆積しておりましたので、業

者に清掃を依頼しております。 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 
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○横浜屋商店前道路から旧

国道（市道 2346号線）及び

旧矢田部小学校前道路から

旧国道までの間（市道 2406

号線）、大鳥神社へ向かう市

道 2405号線の破損箇所に

ついて、側溝整備をしてほ

しいです。 

 

 

 

○堤防の完成時期はいつに

なるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○矢田部郵便局前から旧矢

田部小学校までの間と、玉

田製作所西側付近の国道

124号線の冠水の対策をし

てほしいです。 

 

○波崎二中近くの信号機手

前にある使用されていない

消防水利を撤去し、自転車

の待機場所にしてはどうで

しょうか。 

 

 

○国道 124号線沿い、リカ

ーショップイチロー前交差

点に信号機を設置してほし

いです。 

 

 

 

 

○横浜屋商店前の市道 2346号線については、平成

31 年度に道路側溝設置のための測量調査等を予定

いたします。 

 また、旧矢田部小学校前の市道 2406号線につき

ましては、学校側に側溝は整備済みですので、反

対側への側溝設置要望につきましては、状況を見

ながら検討をさせていただきます。 

 大鳥神社へ向かう市道 2405号線の一部破損箇所

については、平成 29 年 1 月、補修（4 箇所）を行

いました。 

 

○利根川左岸築堤の工事につきましては、発注者

であります国土交通省利根川下流河川事務所へ確

認したところ、具体的に、堤防の完成時期は明言

できない旨の回答がありました。 

 しかし、かもめ大橋上下流部から銚子大橋付近

までは、堤防の整備計画が認定されておりますの

で、国土交通省と連絡を取り合いながら、具体的

整備時期が分かりましたら、ご連絡をさせていた

だきます。 

 

○現地の状況を確認し、道路管理者である茨城県

潮来土木事務所へ連絡をしております。 

 

 

 

 

○今回要望をいただいた内容につきましては、地

権者からのご要望でございますので、防火水槽の

撤去については、早急に対応させていただきます。 

 なお、撤去後に、中学生等の自転車の待機場所

にしてはどうかとのご提案については、地権者と

も調整させていただき、検討してまいります。 

 

○リカーショップイチロー前交差点への信号機設

置要望につきましては、平成 22年に同交差点で死

亡事故が発生したことから、翌年の平成 23年以降、

毎年、警察署を介し茨城県公安委員会へ「スピー

ドが出やすく横断するには危険な交差点」として、

感応式信号機の設置要望書を提出してきました。 

 しかし、信号機の設置につきましては、厳しい

状況であると思われますので、今後は、歩行者の

横断を考慮し、押しボタン式信号機の設置を要望

してまいります。 

 また、信号機設置までの間は、事故防止の観点

から、市独自で注意喚起の啓発看板を交差点近隣

の電柱 3 箇所に 7 月 6 日に設置をいたしました。

さらに路面標示等の設置を検討してまいります。 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 
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○川尻地区で地下水の水質

が悪い場所があり、洗濯を

すると茶色くなったりする

ため、水道の整備をお願い

します。 

 

○未整備区域においては石綿管の更新など、緊急

性のあるところから優先順位をつけて発注してい

る状況です。川尻地区の水質が悪いことも認識し

ておりますので、関係課と協議して対応できるよ

う調整してまいります。 

○当日の回答の

とおり 

○ゴミが不法投棄され、ゴ

ミ溜めとなっている場所が

ある。防犯対策も兼ねて地

域に監視カメラの設置はで

きないでしょうか。 

 

○監視カメラについては、不法投棄の問題もあり

ますが、まず犯罪を止めるために、犯罪抑止の面

から優先順位をつけて設置をしてまいります。 

 

 

 

○当日の回答の

とおり 

 

 

 

 

○大鳥神社の建て直し計画

があり、各地区で積み立て

を行っています。市におい

て何か対応してもらえるこ

とはないでしょうか。 

 

○「酉祭り」などの行事や伝承教室については補

助対象となりますが、建物については、文化財と

は異なりますので対象となりません。なお、ふる

さと納税を増やしていこうと取り組んでいるとこ

ろです。それを基金として色々な事業に使いたい

と思っておりますので、可能性がゼロではないと

いうことでご理解願います。 

 

○現在、市の文

化財として指定

さ れ て い る の

は、神社の建物

ではなく、酉祭

りという行事と

なっています。

酉祭りについて

は、市の無形民

俗文化財に指定

されております

ので、伝承教室

といった後継者

の育成などにつ

いては、補助を

受けることがで

きます。補助を

受けようとする

場合は、前年度

の 9 月までに、

事業計画書と収

支予算書を文化

スポーツ課に提

出 し て い た だ

き、補助金審議

会等での審議を

受けることにな

ります。 

 

○「市長へのたより」でＦ

ＡＸやメールに連絡先を記

入して送ったとき「受領し

ました」の返信がほしいで

す。 

 

 

 

 

○秘書課から今後の対応についてお返事させてい

ただきます。何かあったら遠慮なく秘書課を通し

て連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

○「意見を受け

付けました」と

表示した受付完

了メールを返信

します。 
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○今のデマンドタクシーで

は、波崎東部から済生会病

院まで１本で行くことがで

きないのが現実です。児童

の通学も含め、きちんとし

た公共交通機関を整備して

いただきたいと思います。

また、スクールバスの距離

基準について、補助期間で

ある３年間のうちに何とか

見直しの道筋をつけていた

だきたいです。 

 

○矢田部地区の皆さんと向き合って、地域づくり

をしっかり行ってまいります。 

 

○当日の回答の

とおり 

 

○市長は済生会の理事との

事なので、中からも改革し

ていただきたいです。 

 

○済生会にしっかりと働きかけを行ってまいりま

す。 

○当日の回答の

とおり 

 


